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今
年
8
月
27
日
の
予
防
接
種
法
実
施
規
則
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
乾
燥
細
胞
培
養
日

本
脳
炎
ワ
ク
チ
ン（
新
ワ
ク
チ
ン
）に
よ
る
接
種
が
第
２
期
の
対
象
者
の
人
も
使
用
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
に
係
る
特
例

　

平
成
17
年
5
月
以
降
、
積
極
的
な
接
種

勧
奨
の
差
し
控
え
に
よ
り
接
種
で
き
な

か
っ
た
第
1
期
の
不
足
分（
1
回
〜
3
回
）

を
第
1
期
の
期
間（
生
後
36
月
〜
90
月
）お

よ
び
第
2
期
の
期
間（
9
歳
〜
13
歳
未
満
）

に
接
種
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

■
対
象
年
齢　

・
第
1
期　

生
後
36
月
〜
90
月

・
第
2
期　

9
歳
〜
13
歳
未
満

■
料
金 

無
料

■
接
種
医
療
機
関

「
菊
陽
町
予
防
接
種
だ
よ
り
」
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。
予
約
が
必
要
で
す
。

町民課 ２３２－４９１４問い合わせ 税務課 ２３２－４９１１

健康・保険課　保健予防係 ２３２－４９１２問い合わせ

　

仕
事
の
都
合
な
ど
に
よ
り
、
平
日
に
役

場
に
来
ら
れ
な
い
人
の
た
め
に
、
来
年
1

月
か
ら
3
月
ま
で
の
3
カ
月
間
、
窓
口
業

務
の
日
曜
日
開
庁
を
次
の
と
お
り
試
行
し

ま
す
。　

　

な
お
、
現
在
実
施
し
て
い
る
毎
月
第

1
・
3
水
曜
日
の
窓
口
業
務
の
延
長（
午
後

７
時
ま
で
）は
、
試
行
期
間
中
は
第
3
水

曜
日
の
み
と
な
り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ

め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

■
試
行
期
間

　

平
成
23
年
1
月
〜
3
月

■
開
庁
日

 

毎
週
日
曜
日

 

(

平
成
23
年
1
月
２
日
を
除
く)

■
開
庁
時
間

　

午
前
9
時
〜
午
後
1
時

■
開
庁
場
所

　

菊
陽
町
役
場（
本
庁
舎
）町
民
課

窓
口
業
務
の
日
曜
日
開
庁
を
試
行
し
ま
す

日
本
脳
炎
の
定
期
予
防
接
種
の
お
知
ら
せ

町
民
課

税
務
課

町
民
課

・住民票の写しの交付
・住民票記載事項証明の交付
・外国人登録原票記載事項証明の交付
・印鑑登録
・印鑑登録廃止
・印鑑登録証明書の交付
・住民票コード証明の交付
・住居表示変更証明の交付
・本籍地表示変更証明の交付
・現在の戸籍謄本・抄本証明の交付
　（除籍は除く）
・戸籍附票の写しの交付
・子ども手当現況届の預かり
・児童扶養手当現況届の預かり
・ひとり親家庭等医療費受給資格更新申
　請書の預かり
・ひとり親家庭等医療費助成申請・請求
　書の預かり
・保育所入所申込書の預かり
・重度心身障がい者医療費助成申請書の預かり
・子ども医療費一部負担金請求書の預かり
・人間ドック健診申込兼補助金交付申請
　書の預かり
・後期高齢者医療被保険者証等再交付申
　請書の預かり
・後期高齢者医療高額療養費支給申請書
　の預かり
・後期高齢者医療療養費支給申請書の預かり
・後期高齢者医療特定疾病認定申請書の預かり

・後期高齢者医療高額介護合算療養費等
　支給申請書の預かり
・後期高齢者医療基準収入額適用申請等
　各種申請書の預かり
・後期高齢者医療人間ドック健診申込兼
　補助金交付申請書の預かり
・後期高齢者医療保険料納付方法変更申
　出書の預かり
・総合検診・がん複合健診申込書の預かり
・高額介護（予防）サービス費給付申請書
　の預かり
・家庭介護用品購入費助成金申請書の預かり
・要介護認定申請書（更新のみ）の預かり

・所得証明書の交付
・課税証明書の交付
・所得課税証明書の交付
・資産証明書の交付
・評価証明書の交付
・公課証明書の交付
・無資産証明書の交付
・名寄帳の交付
・土地台帳の閲覧
・字図のコピー
・原動機付自転車の標識交付証明書の再交付
・納税証明書の交付
・軽自動車税納税証明書（継続検査用）の
　交付

利用できるサービス

1期（初回2回、追加1回）の不足分（1～2回）を、36月～9
0月および9歳～13歳未満の年齢のときに6日以上の間隔を
おいて接種できます。

9歳～13歳未満の年齢のときに6日～28日までの間隔をお
いて2回を接種し、おおむね1年後に1回接種できます。

今後、9歳～13歳未満の間に接種できます。

過去に1～2回接種を受けたお子さんは

接種できる年齢と回数

1期の接種を全く受けていないお子さんは

生後 90 月を超え、9歳未満のお子さんは

健康・保険課　介護保険係 ２３２－４９１２問い合わせ

　

平
成
22
年
10
月
1
日
現
在
で
、「
平
成
22

年
国
勢
調
査
」
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
国
の
最
も
基
本
的
な
統

計
調
査
と
し
て
、
人
口
や
世
帯
の
実
態
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
に
5
年
ご
と
に
行
わ

れ
る
調
査
で
す
。特
に
今
回
の
国
勢
調
査
は
、

日
本
が
人
口
減
少
社
会
を
迎
え
て
の
最
初

の
調
査
で
あ
り
、
そ
の
結
果
は
国
や
地
方

公
共
団
体
で
、
こ
れ
か
ら
の
施
策
の
策
定

や
推
進
に
大
き
く
活
用
さ
れ
役
立
て
ら
れ

ま
す
。

　

9
月
23
日
か
ら
、
国
が
任
命
し
た
調
査

員
が
皆
さ
ん
の
お
宅
を
訪
問
し
、
調
査
票

を
配
布
し
て
い
ま
す
。
調
査
票
が
届
い
た

ら
、「
記
入
の
し
か
た
」
を
よ
く
読
ん
で
、

普
段
住
ん
で
い
る
人
を
漏
れ
な
く
記
入
し

て
く
だ
さ
い
。

　

記
入
さ
れ
た
内
容
は
、「
統
計
法
」
に

よ
っ
て
厳
重
に
守
ら
れ
ま
す
。
他
人
に
漏

れ
た
り
、
統
計
を
作
成
す
る
目
的
以
外
に

使
わ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
、
絶
対
に
あ
り

ま
せ
ん
。

　

記
入
さ
れ
た
調
査
票
は
調
査
員
へ
提
出

す
る
か
、
郵
送
で
直
接
町
へ
提
出
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。
も
し
、
記
入
に
関
し
て

不
明
な
点
が
あ
れ
ば
、
総
合
政
策
課
や
調

査
員
に
遠
慮
な
く
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
。

総合政策課 ２３２－２１１２問い合わせ 県統計調査課 ３３３－２１７８

10
月
１
日
は
、
国
勢
調
査
。

調査票記入時の注意点
次のことに注意して、ご記入ください。

黒鉛筆で塗りつぶす万年筆 色鉛筆

ぬらしたり
汚したりしない。

折ったり
破ったりしない

ボールペンなど

標
題…

い
ま
の
日
本
が
見
え
て
く
る

　
　
　
　

私
と
あ
な
た
の 

国
勢
調
査

入
賞　

東
京
都　

森　

安
珠
さ
ん

調査票は

使用できない筆記用具

介
護
用
品
購
入
費
助
成
事
業

■
助
成
対
象
者

　

介
護
保
険
要
介
護
認
定
で
要
介
護
3
・

4
・
5
と
判
定
さ
れ
、
紙
オ
ム
ツ
な
ど

の
助
成
対
象
用
品
が
必
要
と
認
め
ら
れ

た
在
宅
高
齢
者
を
介
護
し
て
い
る
家
族
。

■
助
成
対
象
用
品

　

紙
オ
ム
ツ
、
尿
取
り
パ
ッ
ト
、
使
い
捨

　

て
手
袋
、清
拭
剤
、ド
ラ
イ
シ
ャ
ン
プ
ー

■
助
成
額

　

月
額
6
、2
5
0
円
を
限
度
と
し
て
助

　

成
し
ま
す
。

■
申
請
受
付

　

受
給
資
格
認
定
は
随
時
受
け
付
け
て
い

　

ま
す
。

※

助
成
は
受
給
資
格
認
定
申
請
を
し
た
日

の
属
す
る
月
の
翌
月
分
か
ら
受
給
対
象

と
な
り
ま
す
。
入
院
期
間
中
は
助
成
対

象
外
と
な
り
ま
す
。

家
族
介
護
者
手
当
事
業

■
助
成
対
象
者

　

次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
人
。

①
平
成
22
年
4
月
1
日（
基
準
日
）現
在
、

本
町
に
居
住
し
、
か
つ
住
民
基
本
台
帳

に
記
載
さ
れ
て
い
る
人
。

②
基
準
日
か
ら
起
算
し
て
過
去
1
年
間
、

施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ず
、
医
療

保
険
に
よ
る
入
院
が
90
日
未
満
の
人

（
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
シ
ョ
ー
ト
ス

テ
イ
の
利
用
が
90
日
未
満
の
人
）を
在

宅
で
介
護
し
て
い
る
人
。

③
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
で
、
基
準
日

か
ら
起
算
し
て
過
去
1
年
間
、
要
介
護

4
ま
た
は
5
と
判
定
さ
れ
て
い
た
人
を

在
宅
で
介
護
し
て
い
る
人
。

■
支
給
額

　

1
世
帯
あ
た
り
年
額
10
万
円
を
支
給
し

　

ま
す
。

■
申
請
期
限　

10
月
29
日（
金
）

在
宅
介
護
を
し
て
い
る
ご
家
族
へ
町
が
支
援
し
ま
す

　

町
で
は
、
重
度
の
要
介
護
状
態
に
あ
る
高
齢
者
を
在
宅
で
常
時
介
護
し
て
い
る
家
族

の
精
神
的
、
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
次
の
2
つ
の
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
申
請
し
て
い
な
い
人
で
、
対
象
要
件
に
該
当
し
受
給
を
希
望
す
る
人
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
対
象
要
件
は
、
在
宅
で
介
護
し
て
い
る
家
族
に
限
り
ま
す
。


